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現行計画 変更点のみ 

第１章 学校の適正配置の指針と留意事項 〔略〕 

１ 適正配置の基本方針（令和２年３月３日制定） 〔略〕 

２ 適正配置推進の留意事項 〔略〕 

 

第２章 学校の適正配置が目指すもの 〔略〕 

 

第３章 適正配置全体計画について 〔略〕 

１ 適正配置全体計画の内容  〔略〕 

２ 適正配置全体計画の期間 〔略〕 

３ 地区の区分 〔略〕 

児童生徒の教育環境を改善するため小・中学校の適正配置を行うとはい

え、その計画策定にあたっては、地域の地理的な条件を考慮するほか、学校

が地域に果たしている役割や学校存続の意義など、個々の学校がおかれてい

る状況に着目することが必要になります。 

そこで、適正配置全体計画を策定するにあたっては、市域を下記の８地区

に区分して地区ごとに学校配置の検討を行い、それらの結果を全体計画に反

映させる手法を用いるものとします。 

しかし、学校の適正配置は地区ごとに完結するものではないことから、

児童生徒の教育環境を改善する上で必要な場合は、地区の区分にとらわれ

ることなく、隣接する地区の学校との統廃合等も行うものとします。 

 

 

地 区 名 
現在配置されている学校 

小 学 校 中 学 校 

宮 古 地 区 

宮古・鍬ヶ崎・（藤原） 
・磯鶏・山口・千徳・ 
高浜・亀岳    8校 

第一・第二・河南・宮古西  
4校 

花 輪 地 区 花輪       1校 花輪              1校 

津軽石地区 津軽石・赤前   2校 津軽石             1校 

重 茂 地 区 重茂       1校 重茂               1校 

崎 山 地 区 崎山       1校 崎山               1校 

田 老 地 区 田老第一     1校 田老第一           1校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地区の区分 

児童生徒の教育環境を改善するため.小・中学校の適正配置を行うとはい

え、その計画策定にあたっては、地域の地理的な条件を考慮するほか、学校

が地域に果たしている役割や学校存続の意義など、個々の学校がおかれてい

る状況に着目することが必要になります。 

そこで、適正配置全体計画を策定するにあたっては、市域を下記の８地区

に区分して地区ごとに学校配置の検討を行い、それらの結果を全体計画に反

映させる手法を用いるものとします。 

しかし、学校の適正配置は地区ごとに完結するものではないことから、

児童生徒の教育環境を改善する上で必要な場合は、地区の区分にとらわれ

ることなく、隣接する地区の学校との統廃合等も行うものとします。 

記 

【令和元年５月１日現在の学校配置】 

地 区 名 
現在配置されている学校 

小 学 校 中 学 校 

宮 古 地 区 

宮古・鍬ヶ崎・（藤原） 
・磯鶏・山口・千徳・ 
高浜・亀岳    8 校 

第一・第二・河南・宮古西  
4校 

花 輪 地 区 花輪       1 校 花輪              1校 

津軽石地区 津軽石・赤前   2 校 津軽石             1校 

重 茂 地 区 重茂       1 校 重茂               1校 

崎 山 地 区 崎山       1 校 崎山               1校 

田 老 地 区 田老第一     1 校 田老第一           1校 
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現行計画 変更点のみ 

新 里 地 区 新里       1校 新里               1校 

川 井 地 区 川井       1校 川井              1校 

合   計 16校 11校 

※藤原小学校は令和２年４月１日に磯鶏小学校に統合予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 具体的な適正配置全体計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 里 地 区 新里       1 校 新里               1校 

川 井 地 区 川井       1 校 川井              1校 

合   計 16 校 11校 

※藤原小学校は令和２年４月１日に磯鶏小学校に統合予定。 

 

【令和７年１１月１日現在の学校配置】 

地 区 名 小 学 校 中 学 校 

宮 古 地 区 

宮古・鍬ヶ崎・磯鶏・ 
山口・千徳・(高浜) 

          6 校 

第一・第二・河南・宮古西  
4校 

花 輪 地 区 花輪       1 校 花輪              1校 

津軽石地区 津軽石         1 校 津軽石             1校 

重 茂 地 区 重茂       1 校 重茂               1校 

崎 山 地 区 崎山       1 校 崎山               1校 

田 老 地 区 田老第一     1 校 田老第一           1校 

新 里 地 区 新里       1 校 新里               1校 

川 井 地 区 川井       1 校 川井              1校 

合   計 13 校 11校 

※高浜小学校は令和８年４月１日に磯鶏小学校に統合予定。 

 

第４章 具体的な適正配置全体計画 

現行計画に定める『適正配置』の進捗状況は以下のとおりです。（令和７年

１２月現在） 

地 区 適正配置（取り組み）内容 進捗度合い 

宮古地区 

○藤原小学校は、磯鶏小学校に統合

する配置 

R2.4.1統合済 

○亀岳小学校は、山口小学校に統合

する配置 

R3.4.1統合済 

○高浜小学校は、磯鶏小学校に統合 R8.4.1統合予定 
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現行計画 変更点のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する配置 

津軽石地

区 

○赤前小学校は、津軽石小学校に統

合する配置 

R4.4.1統合済 

川井地区 ○川井中学校は、川井小学校に併設

する配置 

R6.4.1併設済 

 

１ 適正配置の基本方針に基づく検討  

これまでの取り組み結果から、適正配置を進めていくために、基本方針に基

づく検討をします。 

 

適正配置の基本方針 R2-R7 R8-13 

複式学級の解消 ◎ ○ 

教育環境の充実、学習・特別活動等の選択の幅を

広げるための学校再編成 
◎ ◎ 

地域事情や地理的条件に配慮した学校間連携 ○ ◎ 

【 注力度合い：◎ ＞ ○ 】 

 

適正配置基本方針から 
教育環境の充実等を目的とした学校再編成・学

校間連携 

 

教育振興基本計画に掲げ

る施策 
『小学校と中学校の円滑な接続を重視』 

 

 

方向性：小中連携教育の充実を図る学校配置を展開 
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現行計画 変更点のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 小中連携教育の充実を図る学校配置（形態）の検討 
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現行計画 変更点のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【選択する学校配置の形態（考察）】 

○ 教育環境・教育課程の変更は、児童生徒に大きな影響をもたらし、変更

後は容易に戻すことはできません。 

◎ 教職員にとっても、小中一貫教育への対応は大きな負担となりますの

で、まずは小中教職員間の共通理解の醸成を図り、着実に小中連携を進

めることができる『小中併設校』の形が、現時点では最も適していると

考えます。 

 

（２）小中併設校による学校配置のイメージ 

  ●校舎や校地を共有し、 

  ●小・中学校間の教育的な連携や学校運営の効率化を目指す 

○川井小学校・中学校における主な取り組み【モデルケースに採用】 

◎学校教育目標や学校経営方針、目指す姿の一本化 

小中共通のグランドデザイン・まなびフェストの策定 ／ 小中合同での職

員会議、研究会・研修会を開催するほか、相互の授業参観などを通した情

報交流・共通理解の醸成 ／ 小中合同での運動会、しらかば祭（学習発表

会＋文化祭）、入学式、卒業式、始業式・終業式・修了式の実施 ／ 校務分

掌や学校運営協議会、ＰＴＡ組織、川井地区学校保健委員会の小中組織の

一体化 ／ 各部（教務・指導・事務）の共通目標・共通方針・共通課題の設

定 

◎新たに小中教職員の連携を図るための『総括教務』というポジションを設

置 

小中それぞれの文化や教職員の思いを大切にしながら、教育課程（教育計

画）を再編成 

◎中学校教員による専門性を生かした、小学校での「乗り入れ授業」を実施 

令和７年度スタート：【教科】国語・書写、社会、音楽、体育 

◎中学進学時の不安（いわゆる中１ギャップ）の軽減と小学校高学年のリー

ダー性の育成の両立 

小中連携教育の質の向上を図りながらも、児童会と生徒会の分離、小中そ

れぞれの入学式・卒業式の開催 
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現行計画 変更点のみ 

地区別の適正配置全体計画 

宮 古 地 区 

〔小 学 校〕 

○ 藤原小学校は、磯鶏小学校に統合する配置とします。 

○ 高浜小学校の児童の教育環境を改善するため、磯鶏小学校と統合する学

校配置を進めます。 

○ 亀岳小学校の児童の教育環境を改善するため、山口小学校と統合する学

校配置を進めます。 

 〔略〕 

 

津 軽 石 地 区 

〔小 学 校〕 

○ 赤前小学校の児童の教育環境を改善するため、津軽石小学校と統合する

学校配置を進めます。 

 〔略〕 

 

第５章 適正配置実施計画について 〔略〕 

１ 適正配置実施計画の内容 〔略〕 

２ 適正配置の推進フロー 

適 正 配 置 の 基 本 方 針 小・中学校の適正配置を推進する際の

指針（令和２年３月３日制定）  

適 正 配 置 全 体 計 画 小・中学校の適正配置の全体像を示し

た計画  

適 正 配 置 実 施 計 画 ３ヶ年の期間内に実施すべき具体的な

内容を示した計画  

実 施 計 画 ロ － リ ン グ 実施計画が、進捗状況や実態に即した

内容となるよう、毎年度、ローリングを

実施 

 

 

 

 ２ 地区別の適正配置全体計画（令和７年度までの実績を反映） 

宮 古 地 区 

〔小 学 校〕 

○ 藤原小学校は、令和２年４月１日に磯鶏小学校に学校統合しました。 

○ 亀岳小学校は、令和３年４月１日に山口小学校に学校統合しました。 

○ 高浜小学校は、令和８年４月１日に磯鶏小学校に学校統合します。 

  

 

 

 

津 軽 石 地 区 

〔小 学 校〕 

○ 赤前小学校は、令和４年４月１日に津軽石小学校に学校統合しました。 

 

 

 

 

 

２ 適正配置の推進フロー 

適 正 配 置 の 基 本 方 針 小・中学校の適正配置を推進する際の

指針（宮古市立小・中学校適正配置の基

本方針：令和２年３月３日制定） 

 

適 正 配 置 全 体 計 画 小・中学校の適正配置の全体像を示し

た計画  

適 正 配 置 実 施 計 画 ３ヶ年の期間内に実施すべき具体的な

内容を示した計画  

実 施 計 画 ロ － リ ン グ 実施計画が、進捗状況や実態に即した

内容となるよう、毎年度、ローリングを

実施 
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現行計画 変更点のみ 

第６章 学校施設・通学区域 

１ 学校施設整備計画への反映 

本市の大半の学校施設が老朽化の問題を抱えているため、各年、様々な施

設改修を行っているほか、平成２０年度から開始した小・中学校の耐震補強

事業は、平成２５年度で完了しました。平成２６年度からは、非構造部材の

耐震化事業に取り組んでおります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 学校施設・通学区域 

１ 学校施設の整備計画への反映 

本市の大半の学校施設が老朽化の問題を抱えているため、毎年、様々な施

設改修を行っています。 

平成２０年度から開始した小・中学校の耐震補強事業は、平成２５年度で

完了し、非構造部材の耐震化事業についても平成２６年度から令和５年度ま

での間で完了しました。 

また、第４章具体的な適正配置全体計画における「地区別の適正配置全体

計画」に定める学校統合については、令和８年４月１日までにすべて完了し

ます。 

令和２年４月１日 藤原小学校が磯鶏小学校に統合。 

令和３年４月１日 亀岳小学校が山口小学校に統合。 

令和４年４月１日 赤前小学校が津軽石小学校に統合。 

令和６年４月１日 川井中学校が川井小学校に併設。 

令和８年４月１日 高浜小学校が磯鶏小学校に統合。 

 

令和８年度からは、次に掲げる２つの必要性の観点から、学校施設を整

備していきます。 

【２つの必要性の観点（学校施設整備指針）】 

○ 小中併設校による小・中学校間の連携 

○ 津波災害に備えた学校施設の移転・改築 

 

（１）小中併設校による小・中学校間の連携 

新たに学校施設を整備するにあたっては、校舎や校地を共有しながら

も、小学校と中学校が別組織として存続する学校形態（以下「小中併設校」

という。）を進めていきます。 

児童生徒が減少する中、小・中学校間の教育的な連携や学校運営の効率

化を図ります。 

 

令和６年度から小中併設校として設置している川井小学校・川井中学校

がモデルケースになります。 
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現行計画 変更点のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【モデルケース：川井小学校・川井中学校の例】 

① 川井小学校・川井中学校では、令和７年度学校経営計画の中で、次に

掲げる取り組みを定め、小・中学校間の連携を行っています。 

 

◎ 学校教育目標や学校経営方針、目指す姿を一本化し、小中連携教育を

明確に示しています。 

 

【令和７年度学校経営計画に定める小中連携項目の抜粋】 

● 小中共通のグランドデザインの策定 

 ● 小中共通のまなびフェスト※１の策定 

※１ まなびフェストとは、各学校が特に重視して目指すべき成果や取

り組みについて、定量的・定性的な具体目標を設定し、学校と児童生

徒、家庭・地域が共有して達成に努めるものです。 

● 小中合同での職員会議、研究会・研修会を開催するほか、相互の授業

参観などを通した情報交流・共通理解の醸成 

● 小中合同での運動会、しらかば祭（学習発表会＋文化祭）、入学式、卒

業式、始業式・終業式・修了式の実施 

● 校務分掌や学校運営協議会、ＰＴＡ組織、川井地区学校保健委員会の

小中組織の一体化 

● 各部（教務・指導・事務）の共通目標・共通方針・共通課題の設定 

【共通目標】 

併設２年目であることから、１年目の成果と課題を生かしながら進め、

併設校の基礎をつくる。 

【共通方針】 

 ア 併設１年目の成果と課題を生かす 

イ 小中共通で行うもののベースを確立する 

 ウ 価値あるものを生み出すという視点で取り組みを考える 

 エ ９年間での成長のための教育活動であるかという視点で考える 

【共通課題】 

家庭学習の習慣化、自己有用感の育成、メディアコントロール 
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現行計画 変更点のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 校内研究については、小中で連携を図り系統的・継続的な研究に努め

るため研究主題を「自ら考え表現する児童生徒の育成」に設定し、９年

間で育てたい児童生徒の姿を明らかにする。 

令和６年度も小中合同研究会を行い、令和７年度以降もより密接に小

中合同研究会を実施する。 

 

② 新たに総括教務というポジションを置き、小学校教務主任、中学校教

務主任との連携により、小中それぞれの文化や教職員の思いを大切にし

ながら、教育課程の見直し、推進を図っています。 

 

③ 川井小学校では、令和７年度に川井中学校からの乗り入れ授業※２を

国語・書写、社会、音楽、体育で実施しています。 

※２ 乗り入れ授業とは、中学校の教員が専門性を生かした授業を小学

校で行うもので中学校の授業や雰囲気に慣れる機会にもなっていま

す。 

 

上記の①②③に記載する小中連携を進め、中学進学時の不安（いわゆる

中１ギャップ）の軽減など、教育の質の向上を図りながらも、次のとおり

小学校高学年のリーダー性の育成に配慮した取り組みを行っています。 

 

○ 児童会と生徒会の分離（一体化しない） 

○ 小学校にも中学校にも入学式と卒業式がある（合同開催） 

 

☆ 小中連携教育の在り方の一つに、「小中一貫教育」という形態がありま

す。 

小中一貫教育には、小学校・中学校とは異なり、新たな学校種として

平成２８年度に制度化された９年制の学校で教育を行う「義務教育学校」

や、組織上独立した小学校及び中学校が義務教育学校に準ずる形で一貫

した教育を行う「小中一貫型小学校・中学校」があります。 

どちらも義務教育期間９年間の教育目標を設定し、９年間の系統性を

確保した教育課程を編成・実施する必要があります。 

小中一貫教育の導入にあたっては、「学級担任による教科指導が主と

なる小学校」と、「教科担任制であり部活動が盛んな中学校」というよう
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現行計画 変更点のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、小学校と中学校では教育活動や学校運営、組織文化や習慣が違うこ

とを理解し、教職員等の過度な業務負担につながることがないよう配慮

しながら融合していくことが求められます。 

本市において、将来的に義務教育学校や小中一貫型小学校・中学校を

設置する必要があると判断される場合には、相応の期間をとり、児童・

生徒・保護者・地域・教職員等から理解を得るよう丁寧に進めていきま

す。 

その時に小中一貫教育が効果的かつ円滑に行われるよう、これからの

施設整備については考えていく必要があることから、今後は、施設一体

型校舎や施設隣接型校舎による「小中併設校」を整備していきます。 

整備するにあたっては、地理的条件を考慮し、既存校舎の活用のほか、

校舎の移転改築を検討していきます。 

 

 

（２）津波災害に備えた学校施設の移転改築 

津波で浸水する恐れのある学校施設の移転改築については、早期に行う

必要があります。 

① 破堤あり 

岩手県が令和４年３月２９日に公表した「日本海溝・千島海溝沿いの最

大クラスの断層モデルに加え、過去に県内で発生した最大クラスの津波も

対象とした浸水想定」により、浸水する恐れのある学校です。 

なお、岩手県が公表した浸水想定は、『地震による構造物（防潮堤等）の

沈下「あり」、津波越流時における構造物の破堤「あり」』という条件で算

定されています。 

 

② 破堤なし 

①で岩手県が公表した浸水想定に係る津波データを基に、本市が独自に

算定した『地震による構造物（防潮堤等）の沈下「なし」、津波越流時にお

ける構造物の破堤「なし」』という条件において、浸水する恐れのある学校

は、次のとおりです。 
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現行計画 変更点のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのため、適正配置実施計画の結果や進捗状況は、絶えず学校施設の整備

計画に反映させ、総合計画や財政計画との整合を図るものとします。 

また、学校の適正配置によって生じる廃校施設や学校敷地は、市の大き

な財産となることから、教育委員会のみならず市全体での協議の中で、教

育、子育て支援、産業振興などあらゆる面から活用策を探り、有効的な活

用を図るものとします。 

 

２ 通学区域の見直し  〔略〕 

 

 

 

「日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの断層モデルに加え、過去に県

内で発生した最大クラスの津波も対象とした浸水想定」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●破堤あり：岩手県 R4.3.29 公表によるデータ 

●破堤なし：宮古市 危機管理監危機管 理課調べによるデータ 

 

適正配置全体計画に基づく適正配置実施計画の進捗状況は、絶えず学校

施設の整備計画に反映させ、宮古市総合計画、その他関連する計画との整

合を図るものとします。 

また、学校の適正配置によって生じる廃校施設や学校敷地は、市の大き

な財産となることから、教育委員会のみならず市全体での協議の中で、教

育、子育て支援、産業振興などあらゆる面から活用策を探り、有効的な活

用を図るものとします。 
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